
介護保険費用・介護報酬改定・保険料・利用者負担の推移
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

１割
２割
１割

※棒グラフの上部の数字は地域支援事業の事業費。
（2006年４月、介護予防を行う地域支援事業を創設。

2015年度より、要支援１・２の介護予防給付の
一部が新しい総合事業に移行。）

第７期

・・・

1号保険料
（全国平均、月額）

約２倍

2,911円

7,200円

4,090円 4,160円
4,972円

5,514円

3,293円

第８期

２割
３割

（年度）

5,869円

▲０.５％
【▲２.４％】 ＋３.０％ ＋１.２％

・消費税率引上げに
伴う負担増への対応

＋０.６３％

処遇改善交付金（1.5万円分）
（09補正：基金（～2011末））

報酬へ移行

2003年度 2006年度
※【 】は05年度

改定を含めた率

2009年度 2012年度 2014年度 2015年度 2017年度

＋０.５４％

2018年度

＋２.１３％

2019年度

▲２.3％ ▲２.27％ ＋1.14％

・処遇改善
加算を拡充
（1万円相当)

・消費税率引上げ
に伴う負担増へ
の対応

・処遇改善加算
を拡充

（注）2000～2020年度は実績、2021･2022年度は予算ベース。地域支援事業の事業費は、予算ベース。
2025年度については、「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省 2018年5月21日）の推計値（保険料は2018年度賃金換算）。

利用者負担の推移

介護報酬改定

総費用及び１号保険料（全国平均）の推移

＋０.７％

2021年度

6,014円

・感染症等への対
応力強化等

・コロナ下での臨
時報酬上乗せ
（R3.9まで）

3.6
4.6 5.2 5.7 6.2 6.4 6.4 6.7 6.9 7.4 7.8 8.2 8.8 9.2 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.8

11.1 12.8 13.3
16.4

0.1 0.2 0.2 0.2 
0.2 

0.2 0.2 
0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.6 

0.7 0.6 0.6 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ・・・ 2025

＋1.13％

・処遇改善加算
を拡充
（9千円程度）

2022年度

総費用
約４倍
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介護現場の生産性の向上の必要性

◆第８期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数、就業者数の推移

（出所）厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」

◆全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理（抄）（令和４年5月17日）
○ 給付は高齢者中心、負担は現役世代中心となっているこれまでの社会保障の構造を見直し、

将来世代へ負担を先送りせずに、能力に応じて皆が支え合うことを基本としながら、それぞ
れの人生のステージに応じて必要な保障をバランスよく確保することが重要である。

○ 医療サービスの質の向上、人材配置の効率化、働き方改革等の観点から、
• 介護・福祉サービス（障害、児童福祉など）におけるＩＣＴの活用や資格の養成課程の
見直しなど

• 看護、介護、保育などの現場で働く人の処遇改善を進めるに際して事業報告書等を活用
した費用の見える化などの促進策のパッケージ

• 処遇改善も勘案したタスクシェア・タスクシフティングや経営の大規模化・協働化
も進めるべきである。

２０１９年度

約211万人

約233万人

約280万人

２０２５年度 ２０４０年度

第８期計画期間
（2021～2023年度）

第９期計画期間
（2024～2026年度）

約243万人

２０２３年度 ～ ～
～ ～

0

1,000

2,000

3,000

2018 2025 2040

823万人
<12.5%>医療・福祉

～
～

（万人）

5,650万人程度

6,350万人程度
6,580万人

930万人程度
<15%程度>

【暫定】

1,060万人程度
<19%程度>

【暫定】

6,000

（出所） 就業者数について、2018年は内閣府「経済見通しと経済財政運営の基本的
態度」、2025年以降は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成27年 労働力
需給の推計」の性・年齢別の就業率と国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来
推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）を用いて機械的に算出。医
療・福祉の就業者数は、医療・介護サービスの年齢別の利用状況（2025年）をもと
に、人口構造の変化を加味して求めた将来の医療・介護サービスの需要から厚生労
働省において推計（暫定値）。
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2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

75～84歳

85歳～

（万人）

（出所）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成29年４月推計）出生中位（死亡中位）推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」（年齢不詳人口を按分補正した人口）

◆年齢階層別の要介護認定率・一人当たり介護給付費（年額）

◆75歳以上の人口の推移

約
6
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万
人
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2
2
万
人

約
3
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万
人

3.3 6.6
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65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～

85歳以上全体の認定率：58.0％

75歳以上全体の認定率：32.0％

65歳以上全体の認定率：18.6％

各年齢階層別の認定率

（出所）要介護認定率は2021年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2021年10月１日人口（総務省統計局人口推計）から厚生労働省作成
１人あたり介護給付費は2021年度「介護給付費等実態統計」及び2021年10月１日人口（総務省統計局人口推計）から厚生労働省作成

（注）高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は含まない。補足給付に係る費用は、サービスごとに年齢階級別受給者数に応じて按分。

（万円／年）

○ 今後については、75歳以上の高齢者が2030年頃まで増加し、その後も要介護認定率や１人当たり介護給付費が殊更に高い85歳以上
人口が増加していくことが見込まれる。

○ 介護需要の増加に応じて、介護人材の必要数も増大するが、人口減少が進む中で、介護現場の生産性の向上を図ることが出来れば、効
率的な人員配置や現場で働く方々の処遇改善にもつながる。
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• 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に
据え置いている利用者負担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己
負担割合を２割とする。

12.1% 11.9%
11.4%

11.1% 10.9% 11.0% 11.0% 10.8% 10.7% 10.7% 10.9% 10.7%

7.6% 7.5%
7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%

7.5% 7.6% 7.6% 7.7% 7.6%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

医療

介護

利用者負担の見直し

◆実効的な自己負担率（利用者負担／総費用）の推移

自己負担割合２割の導入
（2015年８月）

◆利用者負担の区分
１割負担 下記以外の者 （92％）

２割負担 合計所得金額160 万円以上の者 （５％）
（かつ単身で年金収入＋その他合計所得金額280万円以上（夫婦世帯：346万円以上））

３割負担 合計所得金額220 万円以上の者 （４％）
（かつ単身で年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（夫婦世帯：463万円以上））

自己負担割合３割の導入
（2018年8月）

（注1）実効負担率は、実効負担率＝利用者負担額/費用額、利用者負担額＝費用額－給付費額。
（注2）医療については、65歳以上の実効負担率。
（出所）厚生労働省「介護保険事業状況報告」、「医療保険に関する基礎資料」

後期高齢者医療制度の開始
75歳以上1割負担（現役並み所得者3割）
70～74歳２割負担（現役並み所得者3割）
（2008年4月～）

◆利用者負担のこれまでの経緯

• 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割負担者
のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。

現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し【平成30年８月施行】

一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年８月施行】

（注）％は、要介護（支援）認定者に占める割合（「介護保険事業状況報告」令和３年３月暫定版より）

82

負
担
割
合

現役並み所得者

一定以上所得者

それ以外 2割
（新たに70歳になる者から段階的に2割）
（H26.3末までに70歳に達している者は1割）

負
担
割
合

現役並み所得者

一定以上所得者

それ以外

介護保険の利用者負担

（参考）医療保険の患者負担（70歳以上の高齢者）

H27.8
(2015.8)

H12.4
(2000.4)

２割
（所得上位20％）

１割１割
（制度設立当初）

１割

２割
（所得上位20％）

３割

H30.8
(2018.8)

70～74歳 2割
（特例措置でH26.3まで1割）

75歳以上 1割

（特に所得が高い者）

R4.10
(2022.10)

１割

２割 ３割

H13.1
(2001.1)

H14.10
(2002.10)

H18.10
(2006.1)

H20.4
(2008.4)

１割

２割
(所得上位30％)

H26.4
(2014.4)

◆利用者負担割合の推移

○ 利用者負担については、２割・３割負担の導入を進めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担割合の見直し等を踏まえ、
① 介護保険サービスの利用者負担を原則２割とすることや２割負担の対象範囲の拡大を図ること、
② 現役世代との均衡の観点から現役世代並み所得（３割）等の判断基準を見直すこと
について、第９期介護保険事業計画に向けて早急に結論を得るべく、検討していくべきである。



多床室の室料負担の見直し①

特養は2015年度改定で多床室の室料をサービス
費から除外し、個室と多床室の報酬水準は同額。

老健施設の多床室については、室料相当額は基本サービス費に包
含されたままであり、多床室の方が個室よりも基本サービス費が高い。

光熱水費

基本
サービス費

（総費用）
30.1万円

基本
サービス費

（総費用）
27.8万円

光熱水費

食費

個室

食費

室料相当

多床室

自
己
負
担

自
己
負
担室料

基本
サービス費

（総費用）
25.4万円

光熱水費

食費

個室・多床室

自
己
負
担室料

（注）上記の特養老人ホーム、介護老人保健施設等の基本サービス費は要介護５の者が30日入所した場合の費用（利用者負担含む）

介護老人福祉施設（特養老人ホーム） 介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床
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○ 制度創設時から、「施設介護については、居宅介護とのバランスや高齢者の自立が図られてきている状況から見て、食費等日常生活費は、利用
者本人の負担とすることが考えられる」とされていた（「高齢者介護保険制度の創設について」（1996））。

○ このため、2005年度に、食費と個室の居住費（室料＋光熱水費）を介護保険給付の対象外とする見直しを実施（多床室は食費と光熱水
費のみ給付対象外）。2015年度に、介護老人福祉施設（特養老人ホーム）の多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しを実施。

○ しかしながら、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含ま
れたままとなっている。



１）在宅復帰を目指して、病院や他施設か
ら入所

２）在宅生活を維持するため、自宅等から
入所（リピート含む）

３）他施設への入所待機（特養、各種
ホーム、サ高住等）

４）看取り、ターミナル期への対応

５）その他

家庭 32.0％ 介
護
老
人
福
祉
施
設

家庭 2.2％

介護老人福祉施設 32.0％ 介護老人福祉施設 1.9％

介護老人保健施設 16.6％ 医療機関 23.7％

医療機関 22.8％ 死亡 69.0％

多床室の室料負担の見直し②
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入
所

退
所

（出所）令和元年介護サービス施設・事業所調査結果

家庭 33.6％ 介
護
老
人
保
健
施
設

家庭 36.3％

介護老人福祉施設 0.9％ 介護老人福祉施設 9.1％

介護老人保健施設 2.4％ 医療機関 33.3％

医療機関 48.5％ 死亡 10.6％

家庭 8.2％
介
護
医
療
院

家庭 7.8％

介護老人福祉施設 0.4％ 介護老人福祉施設 3.9％

介護老人保健施設 6.5％ 医療機関 9.9％

医療機関 74.2％ 死亡 52.2％

◆介護保険施設における入所者・退所者の状況 ◆介護老人保健施設の入所サービス利用者の利用目的

◆長期入所者における退所の困難理由（住宅強化型）

ｖ

ｖ

（出所）「介護老人保健施設における多職種連携を通じた在宅復帰・在宅支援等に関する調査研究
事業 報告書」全国老人保健施設協会（令和4年3月）

3,248 人
（22.1%）

4,336 人
（29.5％）

3,935 人
（26.7％）

592 人
（4.0％）

2,610 人
（17.7％）

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

○ 認知度が重度である：20.6％
○ 自宅等では療養困難な医療処置を必要とする：7.3％
○ 自宅等では療養困難な精神疾患を有する：1.6％
○ 特養の入所待ちをしている：38.1％
○ 在宅生活を支える介護サービスが乏しい:5.1％
○ 家族の希望：25.0％
○ その他：6.7％

（出所）「介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の強化へ向けて」全国老人保健
施設協会（平成30 年3 月）

ｖ

ｖ

入
院

退
院

入
所

退
所

○ 介護医療院は、介護老人福祉施設（特養老人ホーム）と同様、家庭への復帰は限定的であり、利用者の「生活の場」となっている。
○ 介護老人保健施設は、施設の目的が「居宅における生活への復帰を目指すもの」とされ、少なくとも3か月ごとに退所の可否を判断することとされ

ている。しかし、一般的な医療機関でも長期入院の基準が180日となっている中で、介護老人保健施設の平均在所日数は300日を超えている
状況。入所者全体で３か月を超えて入所している利用者が77％、180日超が63％、１年超は46％となっている（令和元年9月末時点）。

○ さらに、入所当初の利用目的が「他施設への入所待機」や「看取り・ターミナル期への対応」という利用者が３割となっており、長期入所者の退
所困難理由でも「特養の入所待ちをしている」が38％、「家族の希望」が25％となっている。

○ こうした状況を踏まえ、居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費（室料＋光熱水費）を求めていく観点から、給付対象
となっている室料相当額について、第９期介護保険事業計画期間から、基本サービス費等から除外する見直しを行うべきである。



◆ 保険給付と自己負担の割合

保険給付
９割

自己負担
１割

介護保険サービス

ただし、在宅の者に対するケア
マネジメントサービスには、自己
負担がない。

（注１）通常の介護サービスの自己負担は、所得に応じて１～３割になる。
（注２）ケアマネジメントにかかる費用は4,883億円（１件あたり費用は14,700円程度）。

（令和2年度介護給付費等実態統計）

◆ケアマネジメントサービスの請求事業所数・受給者数

2003年5月 2021年4月

事業所数 18,582件 43,487件

受給者数 129万人 356万人

（出所）介護給付費等実態統計

◆受給者一人当たり介護サービス費用

1０.４万円/月

訪問介護・通所介護
など

利
用
者

負
担

（要介護２・月ごと）

施設介護サービス費
（特養老人ホーム）

ケアプラン（施設サービス計画）
作成等費用

利
用
者

負
担

（要介護３・月ごと）

利用者
負担なし

利用者
負担あり

（注）令和2年度介護給付費等実態統計の令和3年4月審査分における受給者１人当たり費用額から粗く計算できる自己負担額は1,500円程度。

2７.６万円/月

ケアマネジメントの利用者負担の導入①
○ 介護保険サービスの利用にあたっては一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援（ケアマネジメント）については、介護保険制度の導

入にあたり、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担を取らない例外的取扱いがなされてきた。他方、現状
では、事業所数・受給者数が制度創設時と比較して倍以上に増加するなど、既に相当程度、定着している状況。

○ 介護老人福祉施設（特養老人ホーム）等の介護施設において介護支援専門員（ケアマネジャー）が行う施設サービス計画の作成等に係る
費用については、基本サービスの一部として利用者負担が存在しているため、施設と在宅の間で公平性が確保されていない。
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よくある, 12.1%

ときどきある, 
28.1%

あまりない, 
20.7%

全くない, 
24.6%

わからない, 
14.5%

※ 令和２年度予算執行調査によれば、福祉用具貸与のみの
ケアプランの割合は６．１％。

◆ケアマネジャーに聞いた「過去1年間に以下のような経験をしているケアマネジャー
について見たり聞いたりしたことがあるか」

約４割

法人・上司からの圧力に
より、自法人のサービス
利用を求められた

本来であればフォーマル
サービスは不要と考えてい
たが、介護報酬算定のため、
必要のない福祉用具貸与等
によりプランを作成した

購入する場合 総額 ： 約１０，０００円
（自己負担：約１，０００円）

福祉用具貸与

自己負担：約５，４００円
（約１５０円×３６月）

貸与に係る給付費：約４８，６００円
（約１，３５０円×３６月）

ケアプラン作成等のケアマネジメントに
係る給付費：
約３６０，０００円
（約１０，０００円×３６月）
総 額 ： 約４１４，０００円

購入する場合と比べて約４０万円以上の費用を要している

（例）歩行補助つえを３年間使用する場合（１割負担の者）
販売価格：約１万円 レンタル価格：約１,５００円／月

よくある, 3.3%

ときどきある, 
12.4%

あまりない, 
22.7%

全くない, 
41.0%

わからない, 
20.6%

約15％

よくある, 3.4%

ときどきある, 
23.8%

あまりない, 
22.6%

全くない, 
31.4%

わからない, 
18.9%

約3割

ケアマネジメントの利用者負担の導入②

事業者と利用者（家族）で
サービスを決めてきて、後
からプラン作成だけ依頼さ
れた

（出所）「ケアマネジメントの公正中立性を確保するための取組や質に関する指標のあり方に関する調査研究 報告書」
一般社団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構（令和２年３月） 86

福祉用具について、利用者本人の希望による購入を認めるべき
ではないか。それにより、ケアマネジメントの費用についても圧縮で
きるのではないか。

○ 制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切なサービスを確保するため、…そのニーズを適切に把握したうえで、ケアプランを作
成し、実際のサービス利用につなぐもの」とされていたが、その趣旨にそぐわない実情も見られる。

○ 具体的には、「事業者と利用者（家族）でサービスを決めてきて、後からプラン作成だけ依頼された」という経験を見聞きしたケアマネジャーが約
３割いるなど、ケアマネジャーが本来果たすべき役割が軽視されている事例が確認されている。また、居宅介護支援事業所の約９割が他の介
護サービス事業所に併設しており、「法人・上司からの圧力により、自法人のサービス利用を求められた」という経験を見聞きしたケアマネジャーが約
４割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在することが窺える。さらに、インフォーマルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプラ
ンに入れなければ報酬を受け取れないため、「介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作成した」ケアマネジャーが一定
数いることが確認されている。

○ 利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジメントの意義を認識するとともに、サービスのチェックと質の
向上にも資するため、第9期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきである。



市町村民税 本人が課税市町村民税 本人が非課税、
世帯に課税者がいる

（65歳以上全体の約３割）

（保険料
基準額×）

0.5

0.75

1.0
1.2

1.5 （65歳以上全体の約７割）

0.3

0.7

収入

市町村民税
世帯全員が非課税

0.9

1.3

1.7

※具体的軽減幅は各割合の範囲内で市町村が条例で規定
613万人 287万人 264万人

※被保険者数は「令和元年度介護保険事業状況報告」
462万人 476万人 510万人 458万人 235万人 251万人

6,014円／月
（第８期（R3～R5)

の全国平均額）

第6段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
120万円未満

第7段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
120万円以上
210万円未満

第8段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
210万円以上
320万円未満

第9段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
320万円以上

第1段階
生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税非課税の老
齢福祉年金受給者
世帯全員が市町村民税非課税かつ
本人年金収入等80万円以下

第2段階
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円超
120万円以下

第3段階
世帯全員が市
町村民税非課
税かつ本人年
金収入等
120万円超

第4段階
本人が市町村民税
非課税（世帯に課
税者がいる）かつ
本人年金収入等
80万円以下

第5段階
本人が市町村民税
非課税（世帯に課
税者がいる）かつ
本人年金収入等
80万円超

第1段階

第
2
段
階

第
3
段
階

第4段階 第6段階第5段階 第7段階 第8
段階

第9
段階
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介護保険の第１号保険料負担の見直し

低所得者に対しては、公費による更なる保険
料軽減を実施

令和４年度予算：1,572億円
（うち国費786億円）

○ 介護保険第１号保険料は、保険者ごとに介護サービスの利用見込み等を踏まえて基準額（第８期の全国平均額は6,014円）を設定した
上で、所得段階別の保険料を決定。基本的に、基準額を上回る増額分の合計（高所得者の追加的な負担）と、基準額を下回る減額分
の合計（低所得者の負担軽減）を均衡させることとなっている。

○ これに対し、低所得者の保険料負担の軽減を強化するため、平成27年度より、公費による更なる負担軽減を実施（平成27年４月：一部
実施（第１段階を0.05ポイント引下げ））、令和元年10月：完全実施）。

○ 今後、高齢化の進展による第１号被保険者数の増加や、給付費の増加に伴う保険料の上昇が見込まれる中で、低所得者の負担軽減に要
する公費の過度な増加を防ぐため、負担能力に応じた負担の考え方に沿って、高所得の被保険者の負担による再分配を強化すべき。
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